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下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例のしくみ
　　　　 ７つの基本理念（第3条） 　　　　
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※LGBT は、女性同性愛者（Lesbian）、男性同性
愛者（Gay）、両性愛者（Bisexual）、トランス
ジェンダー（Transgender：身体の性別とは異
なる性別を生きる／生きたいと望む人）、の頭
文字。

苦情及び相談への対応（第15条）
男女共同参画の推進を妨げる人権侵害や施策について
（性別による差別によって人権が侵害された場合など）、
苦情や相談を受けた市は、他の機関と連携して、適切に
対応するよう努める

性別による差別的取扱いの禁止（第16条）
○性別による差別的取扱い
○暴力などの人権侵害
○ハラスメント
○ドメスティック・バイオレンス

基本的施策（第8条～第14条）
○基本計画を策定
○広報・啓発活動
○学習活動への支援
○農業、商工業等の自営業におけ
る活動支援
○情報の収集及び調査研究
○実施状況の公表

１.男女の人権の尊重
２.社会における制度又は慣行についての配慮
３.政策等の立案及び決定への共同参画
４.家庭生活における活動と他の活動の両立
５.男女の生涯にわたる健康の確保
６.国際的協調
７.性同一性障がい者等（LGBT※を含む）に対する配慮

市の責務 市民の責務 事業者の責務 市民団体等の責務

男女共同参画社会の実現

下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例を制定しました


